
○
農
林
水
産
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
八
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出

提　

出

月　

日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参　
　
　
　

議　
　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

　

3
1

松
く
い
虫
防
除
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

　

右
に
よ
り
「
松
く
い
虫
防
除
特
別
措
置
法
」

　

の
題
名
を
「
松
く
い
虫
被
害
対
策
特
別
措

　

置
法
」
に
改
正

五
七
、
二
、
一
〇

五
七
、
三
、
一
九

受　
　
　

領

五
七
、
二
、
一
〇

（
予
）

五
七
、
三
、
三
〇

可　
　

決
　

五
七
、
三
、
三
一

可　
　
　

決

五
七
、
二
、
一
〇

五
七
、
三
、
一
八

修　
　

正

五
七
、
三
、
一
九

修　
　

正

3
2

　

農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

二
、
一
〇

四
、
二
三

受　
　
　

領

四
、
二
三

（
予
）

五
、
一
一

可　
　

決

五
、
一
二

可　
　

決

二
、
一
〇

四
、
二
〇

可　
　

決

四
、

二
三

可　
　

決

4
2

漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

二
、

一
三

四
、
八

受　
　
　

領

二
、
一
三

（
予
）

四
、
二
二

可　
　

決

四
、
二
三

可　
　

決

二
、
一
三

四
、
七

可　
　

決

四
、
八

可　
　

決

　

4
5

漁
業
再
建
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

二
、
一
九

四
、
二
〇

受　
　
　

領

二
、
一
九

（
予
）

四
、
二
七

可　
　

決

四
、
二
八

可　
　

決

二
、
一
九

四
、

一
三

可　
　

決

四
、
二
〇

可　
　

決

　
6
1

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
、
一
五

四
、
二
三

受　
　
　

領

三
、
一
五

（
予
）

七
、
八

可　
　

決

七
、
九

可　
　

決

三
、
一
五

四
、
二
〇

可　
　

決

四
、
二
三

可　
　

決



番　

号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出

提　

出

月　

日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

　6
2

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

五
七
、
三
、
一
五

五
七
、
五
、
一
四

受　
　
　

領

五
七
、
三
、
一
五

（
予
）

五
七
、
八
、
三

可　
　

決

五
七
、
八
、
四

可　
　

決

五
七
、
三
、
一
五

五
七
、
五
、
一
二

可　
　

決

　

五
七
、
五
、
一
四

可　
　

決

6
3

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
農
林
漁
業

団
体
職
員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改

定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

三
、
一
、
五

五
、
一
四

受　
　
　

領

三
、
一
五

（
予
）

八
、
三

可　
　

決

八
、
四

可　
　

決

三
、
一
五

五
、
一
二

修　
　

正

五
、
一
四

修　
　

正

6
9

砂
糖
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

三
、
一
九

三
、
二
六

受　
　
　

領

三
、
一
九

（
予
）

三
、
三
一

可　
　

決

三
、
三
一

可　
　

決

三
、
一
九

三
、
二
四

可　
　

決

三
、
二
六

可　
　

決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

提　

出　

者

（
月　
　
　

日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

　
　
　

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

　
3
3

繭
糸
価
格
安
定
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

農
林
水
産

委　
　

員　
　

長

　

（
五
七
、
八
、
四
）

五
七
、
八
、
五

五
七
、
八
、
五

五
七
、
八
、

五

（
予
）

五
七
、
八
、
一
九

可　
　

決

五
七
、
八
、
二
〇

可　
　

決

五
七
、
八
、
五

可　
　

決



国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出

提　

出

月　

日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

2

漁
港
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

漁
港
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件

五
七
、
二
、
一
三 　

五
七
、
三
、
一
九

受　
　
　

領

五
七
、
二
、
一
三

　
　

（
予
）

五
七
、
三
、
三
〇

承　
　
　

認

五
七
、
三
、
三
一

承　
　

認

五
七
、
二
、

一
三

五
七
、
三
、
一
九

承　
　

認

五
七
、
三
、
一
九

承　
　

認

松
く
い
虫
防
除
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三

一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

二
、
一
〇　

内
閣
提
出

三
、
一
九　

衆
修
正

三
、
三
一　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
松
く
い
虫
が
運
ぶ
線
虫
類
に
よ
り
松
林
に
異
常
な

被
害
が
依
然
と
し
て
発
生
し
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
本
年
三
月

末
を
も
つ
て
失
効
す
る
現
行
法
の
体
系
を
整
備
拡
充
し
て
森
林
資
源

と
し
て
重
要
な
松
林
を
保
護
し
、
及
び
そ
の
有
す
る
機
能
を
確
保
す

る
た
め
、
被
害
木
の
破
砕
、
焼
却
等
に
よ
る
駆
除
、
航
空
機
に
よ
る

薬
剤
防
除
、
松
林
の
他
の
樹
種
か
ら
な
る
森
林
へ
の
転
換
等
の
松
く

い
虫
被
害
対
策
を
緊
急
か
つ
総
合
的
に
推
進
す
る
措
置
を
講
じ
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
律
の
題
名
を
「
松
く
い
虫
防
除
特
別
措
置
法
」
か
ら
「
松
く

　

い
虫
被
害
対
策
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
森
林
資
源

　

と
し
て
重
要
な
松
林
を
保
護
し
、
及
び
そ
の
有
す
る
機
能
を
確
保

　

す
る
た
め
目
的
規
定
に
つ
い
て
必
要
な
整
備
を
行
う
。

二
、
松
く
い
虫
被
害
対
策
の
総
合
的
展
開
が
な
さ
れ
る
よ
う
農
林
水

　

産
大
臣
の
定
め
る
基
本
方
針
に
明
記
さ
れ
る
べ
き
事
項
を
整
備
す

る
。ま

た
、
都
道
府
県
知
事
は
基
本
方
針
に
即
し
て
、
計
画
的
、
総



合
的
被
害
対
策
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
都
道
府
県
実
施
計
画
を
定
め

る
。

三
、
市
町
村
は
、
都
道
府
県
実
施
計
画
と
調
和
し
つ
つ
地
域
の
被
害

　

対
策
を
計
画
的
に
行
う
た
め
新
た
に
地
区
実
施
計
画
を
定
め
る
。

四
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

　

認
め
る
と
き
は
、
公
益
的
機
能
の
高
い
松
林
又
は
被
害
の
拡
大
を

　

防
止
す
る
上
で
重
要
な
松
林
で
あ
つ
て
被
害
の
程
度
が
高
い
も
の

　

に
つ
き
、
当
該
松
林
の
所
有
者
等
に
特
別
伐
倒
駆
除
を
命
ず
る
こ

　

と
が
で
き
る
。

ま
た
、
当
該
命
令
に
係
る
損
失
補
償
、
国
の
補
助
に
つ
い
て
必

要
な
規
定
の
整
備
を
す
る
。

五
、
本
法
律
の
有
効
期
限
を
昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め

る
。

　

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
本
方
針

の
内
容
及
び
松
く
い
虫
駆
除
に
係
る
薬
剤
の
使
用
を
す
る
者
が
留
意

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
修
正
が
な
さ
れ
た
。

委
員
長
報
告

漁
港
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
港
整
備
計
画
の

変
更
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
の
委
員
長
報
告
参
照

農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
二
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

二
、
一
〇　

内
閣
提
出

四
、
二
三　

衆
可
決

五
、
一
二　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
複
雑
か
つ
大
規
模
化
す
る
最
近
の
海
外
農
業
開
発

の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
、
農
用
地
開
発
公
団
が
国
際
協
力
事
業

団
等
の
委
託
に
基
づ
い
て
海
外
農
業
開
発
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の

業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
つ
て
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
用
地
開
発
公
団
は
、
従
来
の
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、

　

新
た
に
、
国
際
協
力
事
業
団
等
の
委
託
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

　

の
認
可
を
受
け
て
、
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
農
業
開
発
に
関
す

　

る
調
査
等
の
業
務
及
び
、
こ
の
業
務
に
関
連
し
て
必
要
な
海
外
農

　

業
開
発
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
整
備
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が

　

で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
一
の
業
務
に
関
す
る
手
続
き
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備



す
る
。

委
員
長
報
告

　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

本
法
律
案
は
、
複
雑
か
つ
大
規
模
化
す
る
最
近
の
海
外
農
業
開
発

の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
、
農
用
地
開
発
公
団
が
国
際
協
力
事
業

団
等
の
委
託
に
基
づ
い
て
海
外
農
業
開
発
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の

業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
わ
が
国
の
経
済
協
力
の
現
状
と
今
後

の
見
通
し
、
国
際
社
会
に
お
け
る
海
外
農
業
協
力
の
位
置
づ
け
、
農

用
地
開
発
公
団
に
新
た
に
海
外
農
業
開
発
調
査
等
の
業
務
を
創
設
す

る
理
由
及
び
そ
の
業
務
に
対
応
す
る
組
織
、
職
員
等
の
あ
り
方
、
農

業
基
盤
整
備
事
業
の
実
態
、
土
地
改
良
長
期
計
画
の
進
捗
状
況
等
に

つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
下
田
京
子
委
員
か
ら
本
法
律
案
に
対
し
反
対
す
る
旨
の
討

論
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・

国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合
、
第
二
院
ク
ラ
ブ
各
会
派
共
同
提

案
に
よ
る
海
外
農
業
協
力
事
業
の
推
進
と
農
用
地
開
発
公
団
の
行
う

業
務
の
一
層
の
充
実
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
二
号
）
（
衆

議
院
送
付
）

五
七
、　

二
、
一
三　

内
閣
提
出

四
、　

八　

衆
可
決

四
、
二
三　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
漁
業
共
済
事
業
の
健
全
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
、
漁
獲
共
済
、
養
殖
共
済
及
び
特
定
養
殖
共
済
に
つ
い
て
の
共

済
契
約
の
締
結
を
促
進
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
特
殊
法
人

の
整
理
合
理
化
を
図
る
た
め
、
漁
業
共
済
基
金
を
解
散
し
、
そ
の
業

務
を
中
央
漁
業
信
用
基
金
に
承
継
さ
せ
る
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



一
、
漁
獲
共
済
の
仕
組
み
の
改
善

　
　

加
入
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
加
入
集
団

　

及
び
加
入
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
継

　

続
的
な
加
入
を
確
保
す
る
た
め
、
漁
獲
共
済
契
約
と
併
せ
て
契
約

　

す
る
継
続
申
込
特
約
方
式
を
導
入
し
、
こ
の
方
式
に
よ
る
契
約
に

　

つ
い
て
は
、
補
償
水
準
が
大
幅
に
変
動
し
な
い
よ
う
に
措
置
す
る
。

二
、
養
殖
共
済
の
仕
組
み
の
改
善

　
　

加
入
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
契
約
締
結
要
件
を
緩
和
し
、
漁
業

　

者
が
自
己
の
共
済
需
要
に
応
じ
て
加
入
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま

　

た
、
共
済
金
の
支
払
方
法
を
改
め
、
特
定
の
共
済
事
故
に
よ
つ
て

　

生
じ
た
損
害
数
量
の
一
定
割
合
を
て
ん
補
の
対
象
と
し
な
い
よ
う

　

措
置
す
る
。

三
、
そ
の
他
の
共
済
事
業
の
仕
組
み
の
改
善

　
　

試
験
的
に
実
施
し
て
い
る
特
定
養
殖
共
済
に
つ
い
て
、
養
殖
施

　

設
を
共
済
の
対
象
と
す
る
こ
と
等
の
措
置
を
講
ず
る
。
ま
た
、
地

　

域
的
な
共
済
需
要
に
応
ず
る
た
め
、
新
た
に
、
漁
業
共
済
組
合
が

　

自
主
的
に
地
域
共
済
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置

　

す
る
。

四
、
漁
業
共
済
基
金
の
整
理

　
　

漁
業
共
済
基
金
は
、
昭
和
五
十
七
年
中
に
解
散
す
る
こ
と
と
し
、

　

そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
同
基
金
の
業
務
を
引
き
継
ぐ
こ

と
と
な
る
中
央
漁
業
信
用
基
金
が
承
継
す
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
お

け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

本
法
律
案
は
、
漁
業
共
済
事
業
の
健
全
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
、
漁
獲
共
済
、
養
殖
共
済
及
び
特
定
養
殖
共
済
に
つ
い
て
の
共

済
契
約
の
締
結
を
促
進
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
特
殊
法
人

の
整
理
合
理
化
を
図
る
た
め
、
漁
業
共
済
基
金
を
解
散
し
、
そ
の
業

務
並
び
に
一
切
の
権
利
及
び
義
務
を
中
央
漁
業
信
用
基
金
に
承
継
さ

せ
る
こ
と
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
在
の
漁
業
情
勢
を
打
開
す
る
た
め

の
基
本
的
な
水
産
政
策
の
あ
り
方
、
漁
業
共
済
制
度
の
位
置
づ
け
、

法
改
正
の
必
要
性
、
本
制
度
の
低
加
入
率
の
原
因
と
加
入
促
進
策
、

今
回
の
改
正
に
よ
る
加
入
者
の
増
加
見
込
み
、
共
済
収
支
の
悪
化
の

原
因
、
特
に
二
百
海
里
シ
ョ
ッ
ク
と
の
関
係
、
継
続
契
約
方
式
の
導

入
に
よ
る
利
点
、
国
庫
補
助
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
う
と

と
も
に
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細

は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

質
疑
を
終
わ
り
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案



は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　

な
お
、
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
中
小
漁
業
の
経
営
実
態
を
反
映

し
た
補
償
水
準
の
設
定
に
努
め
る
こ
と
等
十
項
目
の
附
帯
決
議
を
全

会
一
致
を
も
っ
て
行
い
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

漁
業
再
建
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四

五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

二
、
一
九　

内
閣
提
出

四
、
二
〇　

衆
可
決

四
、
二
八　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
林
水
産
大
臣
が
策
定
す
る
中
小
漁
業
構
造
改
善
基
本
方
針
に

　

定
め
る
事
項
と
し
て
、
漁
船
用
燃
料
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

　

用
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る
。

二
、
漁
業
協
同
組
合
等
が
一
の
基
本
方
針
に
沿
つ
て
作
成
す
る
中
小

漁
業
構
造
改
善
計
画
に
定
め
る
事
項
と
し
て
、
漁
船
用
燃
料
そ
の

他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

本
法
律
案
は
、
最
近
の
中
小
漁
業
経
営
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
農
林
水
産
大
臣
が
策
定
す
る
中
小
漁
業
構

造
改
善
基
本
方
針
及
び
漁
業
協
同
組
合
等
が
作
成
す
る
中
小
漁
業
構

造
改
善
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
と
し
て
、
新
た
に
漁
船
用
燃
料

そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る

等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
法
改
正
の
必
要
性
と
そ
の
効
果
、
税

制
上
の
割
り
増
し
償
却
の
取
扱
方
針
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
型
漁
船
の
建

造
の
見
通
し
、
第
二
次
中
小
漁
業
構
造
改
善
基
本
方
針
と
法
改
正
の

関
連
性
、
中
小
漁
業
経
営
の
自
己
資
本
比
率
の
改
善
策
、
日
本
型
食

生
活
に
お
け
る
水
産
物
の
位
置
づ
け
、
水
産
物
需
要
の
増
大
策
、
減

船
整
備
に
よ
る
漁
業
構
造
再
編
対
策
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し

た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま

す
。



　

質
疑
を
終
わ
り
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案

は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　

な
お
、
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
漁
船
・
機
器
等

の
普
及
を
図
る
こ
と
等
第
三
項
目
の
附
帯
決
議
を
全
会
一
致
を
も
っ

て
行
い
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

三
、
一
五　

内
閣
提
出

四
、
二
三　

衆
可
決

七
、　

九　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
十
日
及
び
千
九
百
七
十

八
年
十
月
二
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
た
千
九
百
六
十

一
年
十
二
月
二
日
の
植
物
の
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
の

締
結
に
伴
い
、
同
条
約
と
同
条
約
に
対
応
す
る
国
内
法
と
し
て
の
種

苗
法
と
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
、
品
種
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
外
国
人
の
範
囲
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
品
種
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
外
国
人
の
範
囲
の
改
正

　
　

品
種
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
外
国
人
と
し
て
、
日
本
国

　

民
を
保
護
す
る
国
の
国
民
の
ほ
か
、
新
た
に
、
条
約
加
盟
国
に
住

　

所
等
を
有
す
る
者
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

二
、
優
先
権
に
関
す
る
規
定
の
整
備

　

品
種
登
録
の
出
願
者
は
、
条
約
加
盟
国
へ
出
願
を
し
た
後
一
年

以
内
に
そ
の
品
種
に
つ
い
て
我
が
国
へ
出
願
す
る
場
合
等
に
は
、

優
先
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
優
先
権
を
主
張

し
た
と
き
に
は
、
加
盟
国
等
へ
の
出
願
の
日
か
ら
我
が
国
へ
の
出

願
の
日
ま
で
の
間
に
、
同
一
品
種
に
つ
い
て
の
出
願
、
公
表
、
譲

渡
が
さ
れ
て
も
、
品
種
登
録
は
妨
げ
ら
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
条
約
の
効
力
に
関
す
る
規
定
の
新
設

新
品
種
の
保
護
に
関
し
条
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。



　

本
法
律
案
は
、
千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
十
日
及
び
千
九
百
七
十

八
年
十
月
二
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
た
千
九
百
六
十
一

年
十
二
月
二
日
の
植
物
の
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締

結
に
伴
い
、
品
種
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
外
国
人
の
範
囲
等

に
つ
き
所
要
の
改
正
を
行
い
、
条
約
と
こ
れ
に
対
応
す
る
国
内
法
と

の
整
合
性
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
種
苗
制
度
の
運
用
経
過
、
品
種
登
録

の
審
査
体
制
、
品
種
特
性
の
維
持
管
理
、
優
良
品
種
の
普
及
促
進
、

品
質
改
良
促
進
上
の
国
際
技
術
協
力
、
国
際
条
約
加
盟
の
効
果
等
に

つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

質
疑
を
終
わ
り
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案

は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　

な
お
、
各
派
共
同
提
案
に
よ
る
、
迅
速
な
品
種
登
録
の
審
査
に
努

め
る
こ
と
等
四
項
目
の
附
帯
決
議
を
全
会
一
致
で
行
い
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
二
号
）
（
衆

議
院
送
付
）

五
七
、　

三
、
一
五　

内
閣
提
出

五
、
一
四　

衆
可
決

八
、　

四　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
農
協
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し

て
、
信
用
事
業
制
度
の
整
備
改
善
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
信
用
事
業
を
行
う
組
合
の
内
国
為
替
取
引
に
つ
い
て
、
員
外
利

　

用
制
限
を
受
け
ず
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
信
用
事
業
を
行
う
連
合
会
の
有
価
証
券
の
払
込
金
の
受
入
れ
等

　

の
業
務
に
つ
い
て
、
地
方
債
等
に
限
り
、
員
外
利
用
制
限
を
受
け

　

ず
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
信
用
事
業
を
行
う
連
合
会
の
貸
付
け
に
つ
い
て
、
特
定
の
連
合

　

会
に
限
り
、
特
例
的
に
、
そ
の
資
金
量
の
一
定
割
合
ま
で
緩
和
す

　

る
み
ち
を
ひ
ら
く
も
の
と
す
る
。

四
、
連
合
会
の
総
代
を
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
会
外

に
お
い
て
も
選
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
両
案
の
内
容
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

農
業
協
同
組
合
法
改
正
案
は
、
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に

対
応
し
て
、
農
業
協
同
組
合
の
行
う
内
国
為
替
取
引
事
業
及
び
農
業

協
同
組
合
連
合
会
の
行
う
資
金
の
貸
付
事
業
等
に
係
る
組
合
員
以
外

の
者
の
利
用
の
制
限
の
緩
和
等
を
図
る
と
と
も
に
、
農
業
協
同
組
合

連
合
会
の
総
代
を
総
会
外
に
お
い
て
も
選
挙
す
る
道
を
開
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
年
金
改
定
法
等
改
正
案
は
、
農
林

漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
に
よ
る
給
付
に
関
し
、
他
の
共
済
組
合
制

度
に
準
じ
て
既
裁
定
年
金
の
額
の
改
定
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
年
金

の
最
低
保
障
額
の
引
き
上
げ
、
標
準
給
与
の
月
額
の
上
下
限
の
引
き

上
げ
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
案
を
一
括
議
題
と
し
、
参
考
人
の

出
席
も
求
め
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

質
疑
の
主
な
内
容
は
、
農
業
協
同
組
合
法
改
正
案
に
対
し
て
は
、

農
協
の
本
質
と
あ
る
べ
き
姿
、
員
外
利
用
制
限
緩
和
と
農
協
の
本
質
、

信
用
事
業
の
現
状
と
そ
の
背
景
、
全
銀
内
為
制
度
加
盟
へ
の
体
制
整

備
、
ま
た
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
年
金
改
定
法
等
改
正
案
に
対

し
て
は
、
年
金
財
政
の
将
来
見
通
し
と
財
政
基
盤
強
化
、
国
の
財
政

再
建
期
間
中
の
給
付
費
補
助
減
額
分
の
扱
い
、
年
金
一
元
化
問
題
、

年
金
改
定
の
実
施
時
期
、
恩
給
に
準
じ
た
年
金
改
定
の
是
非
等
で
あ

り
ま
す
。

　

質
疑
を
終
わ
り
、
農
業
協
同
組
合
法
改
正
案
の
討
論
に
入
り
ま
し

た
と
こ
ろ
、
神
谷
委
員
よ
り
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
本
改
正
案
に

反
対
す
る
旨
の
討
論
が
あ
り
、
農
業
協
同
組
合
法
改
正
案
は
、
採
決

の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
本
改
正
案
に
対
し
、
農
協
及
び
連
合
会
の
執
行
体
制
の
整

備
と
責
任
体
制
の
確
立
を
図
る
こ
と
等
八
項
目
の
附
帯
決
議
を
全
会

一
致
で
行
い
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
年
金
改
定
法
等
改
正
案
に
対

し
、
勝
又
委
員
よ
り
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本

共
産
党
、
民
社
党
・
国
民
連
合
、
第
二
院
ク
ラ
ブ
を
代
表
し
て
、
年

金
額
の
改
定
の
実
施
時
期
を
一
ヵ
月
繰
り
上
げ
る
こ
と
を
内
容
と
す

る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
の
結
果
、

本
修
正
案
は
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
年

金
改
定
法
等
改
正
案
は
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数



を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
本
改
正
案
に
対
し
、
国
の
財
政
再
建
期
間
中
減
額
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
国
庫
補
助
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
経
過
後
速
や

か
に
適
正
な
利
子
相
当
額
を
加
え
、
そ
の
減
額
分
を
補
て
ん
す
る
こ

と
等
五
項
目
の
附
帯
決
議
を
全
会
一
致
で
行
い
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
か
ら

の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
六
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

三
、
一
五　

内
閣
提
出

五
、
一
四　

衆
修
正

八
、　

四　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
に
よ
る
給
付
に
関

し
、
恩
給
制
度
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
そ
の
他
の
共
済
組
合

制
度
の
改
正
に
準
じ
て
、
既
裁
定
年
金
の
額
の
引
上
げ
等
に
よ
る
給

付
水
準
の
引
上
げ
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
既
裁
定
年
金
の
額
の
引
上
げ

　

昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
退

職
年
金
等
の
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
平
均
標
準
給
与
を
、

昭
和
五
十
六
年
度
の
国
家
公
務
員
給
与
の
上
昇
率
を
基
準
と
し
て

平
均
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
上
げ
、
年
金
額
の
増
額
を
昭
和
五

十
七
年
五
月
分
か
ら
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
引
上
げ
後
の
平
均
標
準
給
与
の
年
額
が
四
百
十

六
万
二
千
四
百
円
以
上
で
あ
る
退
職
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
昭
和

五
十
八
年
三
月
分
ま
で
、
増
額
分
の
三
分
の
一
の
支
給
を
停
止
す

る
こ
と
と
す
る
。

二
、
退
職
年
金
等
の
最
低
保
障
額
の
引
上
げ

　

退
職
年
金
等
に
つ
い
て
、
そ
の
最
低
保
障
額
を
昭
和
五
十
七
年

五
月
分
か
ら
引
き
上
げ
、
遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
同
年
八
月
分
か

ら
更
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
標
準
給
与
の
下
限
及
び
上
限
の
引
上
げ

　

掛
金
及
び
給
付
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
給
与
の
月
額

の
下
限
を
七
万
二
千
円
か
ら
七
万
五
千
円
に
、
上
限
を
四
十
二
万

円
か
ら
四
十
四
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
を
「
昭
和
五
十
七
年
五
月



一
日
」
か
ら
「
公
布
の
日
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う
所

要
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参

照
砂
糖
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
六
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）五

七
、
三
、
一
九　

内
閣
提
出

三
、
二
六　

衆
可
決

三
、
三
一　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
で
ん
粉
を
原
料
と
す
る
新
し
い
甘
味
料
で
あ
る
異

性
化
糖
の
急
増
等
最
近
の
砂
糖
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
に
か
ん
が

み
、
異
性
化
糖
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
並
び
に
輸
入

糖
及
び
異
性
化
糖
の
蚕
糸
砂
糖
類
価
格
安
定
事
業
団
（
以
下
「
事
業

団
」
と
い
う
。
）
の
売
戻
価
格
の
特
例
措
置
等
を
定
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的
の
改
正

　

新
た
に
異
性
化
糖
を
事
業
団
の
売
買
対
象
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、

異
性
化
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
を
目
的
規
定
に
加
え
る
。

二
、
異
性
化
糖
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
等

　

一
定
の
条
件
下
に
あ
る
異
性
化
糖
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
に
よ

る
売
買
を
通
し
て
砂
糖
と
の
価
格
調
整
を
行
う
。
こ
の
場
合
の
売

買
差
額
の
算
定
は
輸
入
糖
の
場
合
に
準
じ
た
方
法
に
よ
つ
て
行
い
、

そ
の
水
準
は
異
性
化
糖
が
砂
糖
の
価
格
形
成
に
及
ぼ
す
影
響
の
程

度
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
。

な
お
、
異
性
化
糖
の
事
業
団
売
買
に
伴
う
収
入
の
見
込
み
に
応

じ
て
、
砂
糖
の
事
業
団
売
戻
価
格
を
修
正
す
る
。

三
、
輸
入
糖
及
び
異
性
化
糖
の
事
業
団
売
戻
価
格
の
特
例

　

国
産
糖
の
事
業
団
売
戻
価
格
を
決
定
す
る
際
の
市
価
参
酌
を
円

滑
に
行
う
た
め
、
砂
糖
の
市
価
が
一
定
水
準
を
下
回
つ
て
い
る
場

合
等
に
お
い
て
、
各
企
業
に
つ
き
一
定
の
数
量
を
超
え
る
輸
入
糖

及
び
異
性
化
糖
に
つ
い
て
の
売
戻
価
格
は
、
通
常
の
売
戻
価
格
に

一
定
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

こ
の
一
定
額
は
、
砂
糖
の
供
給
量
の
増
加
が
砂
糖
の
市
価
等
に

及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
考
慮
し
て
定
め
る
。



四
、
そ
の
他

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
一
月
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
異
性
化
糖
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
措
置
等
は
、
昭
和
五

十
七
年
十
月
一
日
以
後
に
適
用
す
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
法
律
案
は
、
異
性
化
糖
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置

並
び
に
指
定
糖
及
び
異
性
化
糖
の
蚕
糸
砂
糖
類
価
格
安
定
事
業
団
の

売
り
戻
し
の
価
格
の
特
例
措
置
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
甘
味
の
需
給
動
向
、
異
性
化
糖
を
事

業
団
売
買
の
対
象
と
す
る
理
由
、
市
価
参
酌
の
意
義
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

質
疑
を
終
わ
り
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案

は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

な
お
、
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議
を
全
会
一
致
を
も
っ

て
行
い
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

繭
糸
価
格
安
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
三
号
）
（
衆
議

院
提
出
）

五
七
、　

八
、　

四　

衆
農
林
水
産
委
員
長
提

出

八
、　

五　

衆
可
決

八
、
二
〇　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
蚕
糸
業
を
め
ぐ
る
厳
し
い
諸
情
勢

に
か
ん
が
み
、
蚕
糸
砂
糖
類
価
格
安
定
事
業
団
が
保
有
す
る
生
糸
を
、

生
糸
需
要
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
新
規
の
用
途
に
向
け
る
場
合
等

に
売
り
渡
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
、
所
要
の
整
備
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
事
業
団
が
保
有
す
る
国
産
糸
に
つ
い
て
、
現
行
の
中
間
安
定
を

　

図
る
た
め
の
生
糸
の
売
渡
し
等
の
ほ
か
、
新
規
用
途
等
生
糸
需
要



の
増
進
に
資
す
る
た
め
の
売
渡
し
の
途
を
開
く
特
例
を
設
け
る
。

二
、
事
業
団
が
保
有
す
る
輸
入
糸
に
つ
い
て
も
、
国
産
糸
の
場
合
と

　

同
様
に
、
新
規
用
途
等
生
糸
需
要
の
増
進
に
資
す
る
た
め
の
売
渡

　

し
の
途
を
開
く
。

　
　

な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
従
来
は
輸
入
糸
に
つ
き
現
行
法
の

　

運
用
で
行
つ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
一
般
売
渡
し
及
び
実
需
者
売
渡
し

　

を
、
法
律
上
明
確
に
位
置
づ
け
る
。

三
、
事
業
団
の
保
有
す
る
輸
入
糸
を
糸
価
安
定
の
た
め
に
売
り
渡
す

　

場
合
に
お
い
て
、
コ
ス
ト
価
格
以
下
で
は
売
り
渡
せ
な
い
こ
と
と

　

さ
れ
て
い
た
こ
と
の
例
外
を
設
け
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
致
し
ま
す
。

　

本
法
律
案
は
、
最
近
の
蚕
糸
業
を
め
ぐ
る
厳
し
い
諸
情
勢
に
か
ん

が
み
、
蚕
糸
砂
糖
類
価
格
安
定
事
業
団
の
保
有
す
る
生
糸
の
数
量
が

適
正
な
数
量
を
超
え
て
い
る
場
合
に
限
り
、
当
該
事
業
団
が
保
有
す

る
生
糸
を
、
生
糸
需
要
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
新
規
の
用
途
に
向

け
る
場
合
等
に
売
り
渡
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
回
の
改
正
に
伴
う
改
正
法
の
運
用

と
そ
の
効
果
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は

会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

質
疑
を
終
わ
り
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案

は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

漁
港
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
港
整
備
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
承
認
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

二
、
一
三　

内
閣
提
出

三
、
一
九　

衆
承
認

三
、
三
一　

参
承
認

要
旨

承
認
を
求
め
る
漁
港
整
備
計
画
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
将
来
に
お
け
る
漁
業
生
産
の
確
保
、
流
通
機
構
の
改
善
、
漁
港

　

の
安
全
性
の
確
保
、
地
域
社
会
の
基
盤
強
化
の
観
点
か
ら
指
定
漁



港
の
う
ち
、
漁
業
及
び
地
域
の
振
興
上
特
に
重
要
な
漁
港
に
つ
い

て
整
備
す
る
こ
と
と
し
、
漁
港
施
設
の
不
足
度
の
高
い
も
の
、
事

業
効
果
の
大
き
い
も
の
で
緊
急
に
整
備
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
を

整
備
漁
港
と
し
て
採
択
す
る
。

二
、
前
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
七
年
度
以
降
六
年
間
に
四

百
八
十
港
の
漁
港
の
施
設
を
整
備
す
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
農
林
水

産
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
漁
港
整
備
計
画
変
更
承
認
の
件
は
、
現
行
漁
港
整
備
計
画

の
全
部
を
変
更
し
て
、
昭
和
五
十
七
年
度
以
降
六
年
間
に
四
百
八
十

港
の
漁
港
に
つ
い
て
漁
港
修
築
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
回
の
第
七
次
計
画
策
定
の
理
由
、

事
業
費
の
確
保
、
調
整
費
の
趣
旨
、
新
計
画
の
採
択
漁
港
数
等
に
つ

い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
わ
り
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
全

会
一
致
を
も
っ
て
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議
を
全
会
一
致
を
も
っ

て
行
い
ま
し
た
。

　
次
に
、
松
く
い
虫
防
除
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

は
、
松
林
に
お
け
る
松
く
い
虫
の
被
害
が
依
然
と
し
て
発
生
し
て
い

る
状
況
に
か
ん
が
み
、
今
月
末
に
失
効
す
る
現
行
法
を
五
年
間
延
長

し
て
、
被
害
木
の
伐
倒
、
破
砕
、
焼
却
、
薬
剤
の
空
中
散
布
、
地
上

散
布
、
樹
種
転
換
等
の
松
く
い
虫
被
害
対
策
を
緊
急
か
つ
総
合
的
に

推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
松
く
い
虫
被
害
が
増
大
し
た
理
由
、

防
除
対
策
の
あ
り
方
、
薬
剤
防
除
の
効
果
と
環
境
へ
の
影
響
、
被
害

木
の
活
用
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
社
会
党
坂
倉
藤
吾
君
及
び
共
産
党
下
田
京
子
君

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
修
正
案
が
提
案
さ
れ
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、

社
会
党
村
沢
牧
君
か
ら
社
会
党
修
正
案
に
賛
成
の
討
論
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
こ
れ
ら
の
三
案
を
順
次
採
決
の
結
果
、
本
法
律

案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




